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１．はじめにフォーディズム循環への
　　国民的総動員の終わり

筆者は、近代資本主義国家の本質を国民的総

動員システムと捉え、その歴史的変遷を辿って

きた。本論では、このシステムの現状について

論じる。ところで、総力戦体制という国民総動

員の極北的体制を経て、戦後の支配諸国は新た

な政治経済体制へと移行した。この政治経済体

制に共通していたのは、フォーディズム循環へ

の国民的総動員であった。フォーディズム蓄積

様式は、〈拡大再生産による資本蓄積様式〉の

典型であり、そしてもっとも「成功した」もの

といってよい。その拡大再生産にともなって、

賃労働者への分配と労働条件が改善された一方

で、福祉国家をつうじて労働者の可処分所得が

上がった。そして、アーバナイゼーションの進

行とともに、労働者階級の一部は、郊外型新興

住宅地に住む、大型耐久消費財の新たな消費者

としても現れた。そのとき、核家族と呼ばれる、

ジェンダーによる「分業」を特徴とする、ソフ

トな家父長制が支配的な家族形態となっていっ

た。この家父長制における分業とは、男性は外

で賃労働に勤しみ、女性は家庭にて労働力再生

産労働（シャドウワーク）を担うというもので

あった。改善された賃金、福祉国家、アーバナ

イゼーション、そして核家族こそは、フォー

ディズム循環を支えていた大きな柱であった。

しかしながら、この蓄積体制もまた、1968年

の世界同時革命を経て行き詰まりを見せた。

まず一つ言えるのは、経済学的にいって現状

見られるのは、「ポスト・フォーディズム」と

も解釈できるような状況である。支配諸国にお

いてフォーディズム循環が完全に終わったかに

ついては議論の余地があるにしても、フォー

ディズム循環において、拡大再生産による蓄積

を保障していた様々な要素が解体されつつある

のは確かである。たとえば、雇用の不安定化、

それと並行する労働者階級にたいする分配の低

下、そしてネオリベラルな諸政策による福祉国

家の解体がある。これは、労働者階級が大量生

産の消費者となることを難しくしている。本論

はここに注目する。

たとえば、レギュラシオン理論を資本主義国

家論に導入しようとしたヨアヒム・ヒルシュは、

ある一つの資本の蓄積様式（たとえばフォー

ディズム蓄積様式）は、それを調整する社会的

システムと結びつかないかぎり、安定性も持続

性も持ちえないと指摘している。

蓄積過程は、生産された価値の社会集団や

階級への分配、生産様式と消費モデル、そ

して「資本主義的」生産様式と――たとえ

ば小手工業や家内産業といった――「非資

本主義的」生産様式との結合などにおける

特殊なありかたと様式を含んでいる。蓄積

資本主義国家の現在、あるいは
資本蓄積におけるレントの前景化
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過程が相対的な安定性と持続性を示すのは、

人々が蓄積そのときどきの条件に合致しつ

つ行動し、したがってそうした条件に照応

する労働・生活・消費様式と利益主張の一

定の形態とを人々が実行することを可能と

しているような、そういう社会的制度と規

範の網のなかに蓄積過程が埋め込まれてい

るときである。蓄積過程は社会的調整のシ

ステムと結びついていなければならない。

（50 頁）

本論の文脈に置けば、ヒルシュのいう調整様式

とは、フォーディズム循環へと国民を総動員す

ることを可能にしていた、諸制度および国家の

イデオロギー諸装置の総体的布置ということに

なろう。そして、フォーディズムの危機は、そ

れへの国民的総動員を保障していた諸制度と諸

装置の危機という形で現れた。以下、フォー

ディズム循環の行き詰まりの結果でも原因でも

ある諸要素を確認しておく。

1.1　 調整様式の変調　ネオコーポラティズム

の逆転

まずもって、フォーディズム循環への国民的

動員を支えていたのは、ネオ・コーポラティズ

ムとも言われる、国家介入を媒介にした労使協

調であった――ところがこれは結果的には労働

運動を敗北に導くものでもあった。総力戦体制

を契機として、国家は資本と労働の折衝に介入

するようになり、双方から妥協を引き出し、そ

して階級闘争を制度内条件交渉に置き換えよう

とした。この条件交渉において焦点となったの

は、主に賃金であった。生産性の向上に協力す

る見返りに賃金が保障されるというスキーマは、

労働者階級の組織と闘争にとってジレンマと

なった。生産過程における労働者自身による自

治の確立という政治的目標が、賃金の保障へと

すり替わってしまったとき、労働者階級による

闘争は、資本の論理の埒内における条件交渉に

なりさがってしまうからである。さらに、労働

の目的が賃金を得ることに集約されてしまった

とき、労働者たちは連帯よりも、孤立をもたら

す競争へと駆り立てられてしまうからである。

ひるがえって、資本にとってみれば、労働者階

級による階級闘争を、賃金を中心とした労働条

件交渉に置き換えることができたことは、イデ

オロギー闘争における大きな勝利でもあった。

というのも、そのときはじめて労働力は、帳簿

において費用として処理しうる「商品」となっ

たからだ。

そして、資本のイデオロギーと論理に労働者

たちが同調してしまったとき、梯子は外されて

しまった。1968年世界革命の挫折のあとにやっ

てきた反革命の嵐のなかで、国家は闘争的労働

組織・転覆的社会運動を暴力でもって徹底して

弾圧した。そして、拡大再生産による蓄積が行

き詰まりを見せていくなかで、労使交渉は労働

者からとめどもない譲歩を引き出す場となって

しまった。その結果、労働者階級のなかに賃金

によっては労働力の再生産がかなえられない層

（生活賃金が得られない層）あるいは、非常に

不安定な雇用しかえられない層が派生している。

1.2　福祉国家の解体

そもそも、福祉国家とは、フォーディズム循

環への国民的総動員にたいする国民への見返り

という側面があった（そして、元を辿れば、総

力戦への国民的総動員の見返りでもあった）。

各種の社会保障は、労働者階級の実質所得を補

填する効果があった。資本蓄積が、主にフォー

ディズム循環に代表されるような拡大再生産を

つうじて進められる場合、賃労働者の労働条件

と賃金は改善されていく場合がある。そのうえ

で、社会保障の充実によって、労働者階級の実



資本主義国家の現在、あるいは資本蓄積におけるレントの前景化 ―― ネオリベラルな国家によって遂行される新たな囲い込み ――

― 65 ―

質所得が増えるならば、労働者階級は自ら生産

した耐久消費財の消費者として立ち上がるであ

ろう。これがフォーディズム循環を支えていた

のである。ところが、こんにちではこれはあま

り望めない。

1.3　 資本によるアーバナイゼーションの行き

詰まり

他方で、デヴィッド・ハーヴェイが「資本に

よるアーバナイゼーション」と呼んだ、都市環

境を形成するための投資による過剰資本の吸収

にも限界が目立つようになった。都市インフラ

投資がもたらす、国民経済全般への経済効果の

希薄化が進んでいる。かつて都市中心部に位置

したスラムのジェントリフィケーション、それ

と並行するように郊外住宅地のスラム化が進ん

でいるが、これは、いわゆる郊外型新興住宅地

に住み、大型耐久諸費財の消費者でもあった

「中間層」の縮小と軌を一にしている。フォー

ディズム循環を支えていたのは、郊外につくら

れた大型耐久諸費財の消費地としての新興住宅

地であったのだ。

ひるがえって、階級分裂社会においては、情

報・富・権力へのアクセサビリティが高い中心

的ロケーションを一部のビジネスエリート層・

富裕層が占拠し、その不動産はマネーゲームの

対象にもなる。そして、労働者階級やルンペン

プロレタリアートは、再開発から取り残された

「郊外」へと追いやられる傾向がある。アーバ

ナイゼーションによる過剰資本の吸収は、金融

システムの発展によってグローバルな規模の不

動産投資を促し、そして、世界経済にたいし壊

滅的打撃を与えた2008年の世界的恐慌に帰結

した。

1.4　AIEの機能不全

以上は、レギュラシオン学派であれば、フォー

ディズム蓄積様式を支えていた調整様式の危機

と名付けると思われる状況であろう。資本のフ

ローを逼塞させる諸問題を調整する諸制度と国

家介入が機能不全に陥るならば、資本蓄積にた

いしても大きな障害となる。他方で、ルイ・ア

ルチュセールが〈国家のイデオロギー諸装置〉

（AIE）と呼んだ、資本制生産諸関係の再生産

を支える諸装置の危機もまた続いている。たと

えば、アルチュセールが国家のイデオロギー諸

装置の代表として挙げた、家族・学校・労働組

合・政党の機能不全は、労働者階級の次世代再

生産をも危機にさらしている。以下、各AIEの

現状を検証しておく。

たとえば、フォーディズム循環への国民的動

員に順応する家族形態として「導入」された核

家族は、支配諸国における出生率の低下が端的

に示しているように、次世代の再生産にふさわ

しい家族の形態であるのか疑わしくなった。も

とより、これは、賃労働の担い手としての男性、

そしてシャドウワークの担い手としての女性と

いうジェンダーよる「分業」（1）を特徴とする、

フォーディズム循環のもとで作り出された「新

たな家父長制」が、一つはフェミニズムの抵抗

によって、もう一つはシャドウワークの担い手

たちにも賃労働を迫る資本主義の戦略状況に

よって、解体の際にあるからでもある。

均質的労働力の再生産という「神話」を長ら

く支えていた公教育は、規律というよりも管理、

包摂というよりも選抜と排除の装置という位相

を強めている。フォーディズム循環が機能して

いた時期には、学校AIEは、身体の集団的規律

を通して、持たざる諸階級・「危険な階級」を

有用な労働力へと換える包摂戦略をつうじて機

能していたものだった。かつての学校AIEは、

ミシェル・フーコーが牧人＝司祭制と呼んだ、

人々の群れを、落伍者を出さずに一人一人の内

面をも救いながら率い導くという権力戦略を代
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表していた。ところが、もはや学校AIEは、こ

のような包摂の戦略のもとでは機能していない

ように思われる。労働者階級の包括的な包摂と

いうよりは、「労働予備軍」の存在を前提とし

た選抜と排除の装置であり、規律装置というよ

りは、国家のセキュリティ戦略のもとでのリス

ク管理の一端を担っている。

労働組合の一部にあっては、搾取のシステム

にたいする闘争をあきらめるばかりでなく、労

働規律を労働者身体に刻みつける〈国家のイデ

オロギー諸装置〉という位相さえも後景に退か

せつつある。それらは、資本による指令にたい

する労働者たちの順応を効果的に引き出しなが

らも、労働者の選抜と排除（解雇）を円滑に進

める装置となっている。

政党といえば、代表される者たちと代表する

者たちのズレは、もはや手のつけられないほど

に広がっている。かつて諸政党は諸階級それぞ

れの代表者であり、各「階級利害」を代表して

いた。たとえば、英国の政党史において、保守

党が地主、自由党がブルジョアジー、労働党が

労働者の利害を代表していたのが典型である。

しかし、もはやこの代表システムは機能してい

ない。なぜならば、見えていたかに思われてい

た「階級利害」がもはや見えなくなっているか

らである。人はつねに複数の階級関係を生きて

いるものである。したがって、かつては、階級

関係は単純であり、組合や党は労働者階級を十

全に代表しえていたと言うのは胡乱である。し

かし、福祉国家の発展、そしておよそ1970年

代からの金融システムの深化と膨張によって、

新たな事態が生じたのも事実である。

たとえば、賃労働者でありながら、同時に従

業員持ち株会の会員であり、住宅や車のローン

の債務者であり、年金の掛け金を支払っている

加入者であり、各種社会保障の受益者でもある

という事態とは、いかなることであるのか。当

該の一個人の「階級利害」はどこにあるのだろ

うか。すべてが「首尾良くいく」には、自らの

利益を資本の利益に同一化し、そして資本の有

能な担い手として厳しい競争を生き残ることで

はないだろうか――諸個人がこう考えても全く

不自然ではない。

このような諸個人を取り巻く状況は、ネオリ

ベラルな国家の二つの命題――資本の立地条件

をめぐる国家間競争に勝利すること、労働者の

連帯を破砕しつつ資本の蓄積条件を最適化する

こと――の原因であり、帰結でもあった。この

ような状況のなかで、個別の「階級利害」の代

表者として政党が生き残るのはますます難しく

なってきている。かわって政党は、資本主義的

発展を通じて国民的利益を実現すると喧伝して

いる。資本主義的成長なくしては、社会保障の

原資さえもままならないというわけである。こ

うして、資本の利益は国民的利益ということに

なる。しかしながら、ネオリベラルな国家が推

し進めた資本のための政治は、人口の１パーセ

ントの利益にしかならなかった。この欺瞞は、

2011年、世界各地で連鎖的に起こった象徴的

占拠闘争によって暴かれたかにも思われた。し

かし、「資本主義的成長こそが、国民的発展を

もたらす」――日本におけるアベノミクスの根

底にある観念でもある――という幻想はいまだ

に根強い。権力者たちは、われわれは資本と一

蓮托生なのだと諭し続け、時には脅しもする。

ところが、2016年の英国におけるEU離脱を問

う国民投票のさいには、この脅しは通用しな

かった。それは、ネオリベラルな国家による、

資本の論理を最優先する政治の限界、資本の利

益への国民的総動員の限界を示唆するものであ

ろう。また、合衆国のトランプ現象、そして

「バーニー」・サンダースによる、「選挙運動」

のかたちをとった新たな政治主体を立ち上げよ

うとした政治闘争も、既存の議会代表制の危機
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の表現であったといってよい。しかしながら、

どれほどその限界が露呈しようとも、ネオリベ

ラルな国家のなかで、資本の政治を遂行しよう

とする権力者たちは、「市民社会」の頭越しに、

各種のプロパガンダ手法を駆使して、「国民の

利益」に訴えることによって直接に世論を操作

せざるをえなくなる。

また、忘れてはならないのは、フォーディズ

ム循環という形態をとった拡大再生産による蓄

積、それを支えた調整様式（ネオ・コーポラ

ティズムと福祉国家）そして、国家のイデオロ

ギー諸装置の危機は、1968年世界革命に収斂

された叛乱の帰結でもあるという点である。そ

の叛乱は、フォーディズム循環がその担い手た

ちに課していた様々な規律にたいするもので

あった。フォーディズム循環への国民的動員が

機能していた社会にあっては、労働過程のみが

ベルトコンベア式流れ作業によって管理されて

いたのではなかった。社会全体もまたベルトコ

ンベア式工場のごとき様相を呈していた。家族

や学校は、資本制生産の担い手たちの再生産を

担うイデオロギー装置として、諸個人の身体に

規律を刻み込んでいった。家族や学校もまた、

フォーディズム的工場の延長にあった。工場の

ベルトコンベアが社会を覆い尽くすかに思われ

た。社会＝工場の出現である。

しかしながら、規律は抵抗をも引き起こす。

そして、フォーディズム循環への国民的総動員

もまた、1968年の世界革命によって危機を迎

えたのであった。支配諸国を中心としてグロー

バルに連鎖した学生の叛乱は、なによりも規律

にたいする叛乱であった。学校もまた、ベルト

コンベア式規律装置の典型であり、標準値に

則った労働力商品を再生産していた。フォー

ディズム循環が立ちゆかなくなったのは、まず

もって労働者・大衆・学生がフォーディズムが

課した規律を拒否したからであった。

２．国民的総動員システムの行き詰ま
りと国家形態の変化

1968年世界革命において、その敵対的緊張

が頂点に達した、フォーディズム循環への国民

的総動員は、その後急速な衰退を迎えた。それ

は、総力戦体制以後続いていた国民的総動員シ

ステムの終焉を意味しているのかもしれない。

このシステムにあっては、国民とはそもそも国

家による総動員によって立ち上げられるもので

ある。たとえば、すでに論じたように、フォー

ディズム蓄積様式を支えた調整様式、そして国

家のイデオロギー諸装置は、「国民」を立ち上

げる諸制度・諸装置でもあることに留意すべき

である。なるほど、ベネディクト・アンダーソ

ンによれば、ネーションは、伝統・文化・言語

を共有する「想像の共同体」であった。それは

宗教に代わって、命に限りある有限な諸個人に

永遠性を付与する存在として見いだされたのだ。

しかしながら、ネーションがどれほどイマジナ

リーな関係性であったとしても、それは物質的

基盤なしに存立しえない。すなわち、国民を形

式上平等に扱う法体系、公教育、標準語、国民

文化、国史、均質な労働市場、国民総選挙、す

べての国民を対象とした社会保障・福祉制度、

そして国策への総動員があってはじめて住民た

ちは、国民として立ち上げられる。

ひるがえって、フォーディズム循環への国民

総動員の危機は、そのまま福祉国家の危機、そ

して、国民統合そのものの危機へと連鎖せざる

をえない。たとえば、資本は、直接に搾取する

者たちの選別を強化しつつある。搾取の対象に

すらならず、資本から見捨てられる者たち（搾

取される者はむしろ幸いであるかもしれな

い？）、国家によるセーフティーネットからこ

ぼれ落ちる者たち、その生の全般が専ら資本と

国家による略奪的収奪の対象としてのみ扱われ
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る者たちがマスとして現れつつある。

ひるがえって、総動員にたいする大衆の抵抗

とボイコットは、国家にも制御できない。ベル

トコンベアやパノプティコンのような規律装置

の特徴は、身体を規律することによって、諸個

人の意識に「良心の疚しさ」を刷り込むことに

あった。規律に従わないとき、諸個人は良心の

呵責に苛まされるように身体を規律された。ゆ

えに、ベルトコンベア式工場＝社会にあっては

ルーデンドルフが総力戦体制に託したような、

欲望と意欲の究極的動員が可能であったのだ。

フォーディズム循環というのは、耐久消費財に

囲まれた物質的に「豊かな生活」をほとんどの

国民が欲望しなければ成立しなかった。しかし、

もはやフォーディズムによる規律と欲望の全体

的な統制は、不可能である。これは、国民的総

動員の終わりという事態にも映る。

ひるがえって、動員の形態が変化していると

見るべきかもしれない。冷戦を含む戦争への動

員、あるいはベルトコンベア式工場＝社会への

あからさまな総動員はなりを潜めつつある。と

ころが、われわれの生の全般、つまり日常生活

にいたるまで、資本の蓄積戦略と国家戦略が浸

透している。決定的な違いがあるとすれば、現

在進行中の国家戦略にあっては、国民全体に及

ぶような身体の規律と精神動員を断念している

かのように思われるところである。〈国家のイ

デオロギー諸装置〉がわれわれの身体を規律し、

欲望を操作するかわりに、国民としての生の全

体が有無をいわさず資本蓄積と国家戦略のため

に利用されようとしている。この状況は、おそ

らく国民的総動員国家とは異なる国家形態を資

本主義国家に与えている。

　

2.1　 ネオリベラルな国家＝債務に支配される

国家

フォーディズム循環への国民的総動員もまた、

1968年の世界革命によって転換点を迎えた。

しかし、その世界革命が挫折を迎えたあと、国

家による反革命が進められた。ところで、1968

年世界革命を契機にして出現した反革命国家の

至上命題は、まずは革命勢力を粉砕することに

あった。そして、利潤率の低下にあえぐフォー

ディズム循環に代わる蓄積システムを（再）起

動することであった。

「ネオリベラルな国家」neo-liberalist stateとい

うものは、まずもって1968年世界革命にたい

する反革命国家の延長に位置づけられようが、

他方において、フォーディズム循環という名の

〈拡大再生産による蓄積〉が行き詰まったあと

に、そしてフォーディズム的規律にたいする大

衆的叛乱のあとに、資本蓄積条件の再構築を試

みた、国家諸戦略の布置を指している。

まずは、革命諸勢力にたいする暴力的弾圧と

イデオロギー闘争が進められた。イデオロギー

闘争において中心に据えられていたのは、資本

との一蓮托生というネオリベラルな命題であっ

た。資本にとってよいことは国民にとってよい

ことだというわけだ。1980年代に入ってから

の社会主義国家体制の苦境、およびそれに続く

体制崩壊は、資本主義のオルタナティヴは存在

しないという観念を人々にすりこんだ。じっさ

い、労働者階級による階級闘争が下火になった

のと引き替えに、ブルジョアジーによる階級闘

争は、（とりわけイデオロギー闘争において）

ここ四半世紀めざましい成功を収めている。た

とえば、ウォーレン・バフェット氏は、階級闘

争は自分たちの勝利に終わった宣言した。

ところで、近代資本主義国家は、〈債務国家〉

という位相を持つ。債務こそは、資本主義国家

の構成要素の一つである。ネオリベラルな国家

において、国家の金融化はさらなる深化を遂げ

た。フォーディズム循環の崩壊の要因の一つと

して、国家が重債務を抱えてしまったことに
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よって、それまでのケインズ主義的財政出動お

よび社会保障・福祉による有効需要の下支えが

難しくなってしまったことが挙げられよう。債

務の存在によって、そして各種政策のなかで金

融資本にたいする支払いを優先させたことに

よって、ケインズ主義国家・福祉国家の存続は

難しくなった。

デヴィッド・ハーヴェイが、福祉国家からネ

オリベラルな国家への転回点を、チリにおける

ピノチェトによるクーデター（1973）、ボル

カーショック（1979）とならんで、ニューヨー

ク市の財政危機（1975）を挙げているのは偶然

ではない（2005 67－71頁）。ニューヨーク市

がとった選択は、社会福祉や行政サービスを犠

牲にしてでも、金融資本への債務の支払いを優

先することであった。金融資本の利益が国家の

なかで優先されるにいたったのは、政治エリー

ト層がウォール・ストリートやシティの人脈に

通じているというよりも、国家が巨額の債務を

抱えた「債務者」であるからである。官僚機構

と軍の「組織防衛」のためには、金融資本の利

益を優先させる他なく、さらにまた国家の権能

の最大化という目的には、「費用対効果」とい

う名の箍が嵌められることになった。

むろん、ネオリベラルな債務国家は、金融シ

ステムにたいして超然としている「番人」など

ではない。金融資本に箍をはめることなど国家

には期待できない。なぜならば、ネオリベラル

な国家は、グローバルな金融ネットワークを構

成する要素なのであり、その主要なプレーヤー

でもあるからだ。資本主義国家は、金融システ

ムにおけるファイナンスの主体なのであり、ま

たその債務能力は格付けをされている。

おそらく、ネオリベラルな国家ほど、その権

力の行使、あるいは権能の強化にあたって、

「費用対効果」への意識が高い国家は存在しな

かった。それ以前の国家は、領土、近代化、経

済発展、民族の繁栄、福祉国家、そして共産主

義などのイデオロギーにその正当性を求めてい

たからである。しかし、現在では税金投入の

「費用対効果」が国家の正当性を左右するまで

になっている。統治契約や社会契約は、「投資

契約」――税の支払いは行政サービスにたいす

る対価という擬制――のような様相を呈するま

でになった。

「費用対効果」は、国家がその正当性を確保

するための新たなイデオロギーなのであり、ま

た当のイデオロギーは、国家の機能をある程度

束縛してもいる。そして、このイデオロギーが

優勢になっているのは、資本の論理が、国家の

論理を浸食しつつあることを示している。しか

しながら、ネオリベラルな国家は、いわゆる

「小さな政府」をいささかも保証しない。その

費用対効果への意識は、官僚機構と軍を組織防

衛するための、あるいは、社会保障費を削減す

るための、ある種のエクスキューズのようなも

のである。それどころか、こんにちの国家が直

面する諸問題――たとえば資本蓄積諸条件の最

適化、官僚と軍の腐敗、社会福祉の機能不全、

議会代表制への不満など――は、すべて官僚機

構の増強に結びつきかねない。すでにレーニン

は、国家という奇怪な装置の本質的問題を見抜

いていた。それは、官僚機構の「焼け太り」と

いう問題である。たとえば官僚や政治家の腐敗

は、国家のなかに監査委員会的なものを要請す

る。それが上手く機能しないと更なる別の委員

会が要請される。このように国家への不満は、

官僚機構の更なる肥大化をもたらしかねない。

つまり、小さな政府を目指すことが、国家の膨

張を押さえる保証はない。たとえば、エンパ

ワーメントあるいはNGOなどへの政府機能の

「外注化」、独占公営事業の民営化などは、「準」

国家装置の社会への拡散をもたらしかねない。

その場合、予算の保障はされないが、しかし国
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家の管理下に置かれてしまう組織、あるいは国

家のイデオロギー装置として資本制生産諸関係

の再生産を保障する装置が社会に横溢していく

おそれがある。

３．フォーディズム循環＝拡大再生産
の危機、そして略奪による蓄積の
前景化

ところで、フォーディズム循環において機能

していたのは、〈拡大再生産による蓄積〉で

あった。それは、資本による労働の実質的包摂

が完遂され、直接生産過程において資本による

剰余価値の捕獲がなされ、生産に投入された社

会的労働時間が大量消費によって、価値実現さ

れていた状況であった。まさに、労働力商品が

その価値通りに取引され、それにも関わらず資

本は剰余価値の蓄積をなしえるという資本主義

的価値法則が貫徹される状況であった。また、

労働者階級の搾取と労働者階級の労働条件およ

び生活諸条件の改善が並行しえた。また、

フォーディズム循環が機能していた時代に、マ

ルクス経済学が興隆を極めたのは、それが経済

状況をうまく説明しえていたからであろう。し

かし、こんにちの資本蓄積様式の変容は、マル

クス主義理論の再吟味を要請するものであろう。

産業資本とその前史形態としての資本主義

（商人資本主義、金融資本主義、そして略奪に

よる蓄積）の関係性についての、『資本論』に

おけるマルクスの基本的認識は以下のようにま

とめられよう。

a）略奪による資本蓄積は、産業資本主義成立

の前史段階――いわゆる原始的蓄積――にと

どまる。

b）資本による労働の包摂は、形式的なもの

（問屋制手工業あるいはマニュファクチュア）

から実質的なもの（機械制大工業）へと向か

う

c）レントは、産業資本に従属する。マルクス

が『資本論』第三巻にて論証したのは、産業

資本が蓄積する剰余価値の一部を分配された

ものとしてのレントの位置づけであった。

しかしながら、今なお進行中のものとしてわ

れわれが目の当たりにしているのは、上記の傾

向の逆転である。

すなわち、現在の資本主義は、略奪的な様相

を強めつつあり、プロフィットよりもレントの

獲得に重点をおきつつあるのであり、フォー

ディズム的規律の解体――すなわち資本による

労働の実質的包摂の限界――にともなって、形

式的包摂戦略に傾きつつある。この事態は、も

はや社会的労働時間にもとづく価値法則の通用

する生産が、とりわけ支配諸国においては著し

く縮小していることを意味する。これまでのマ

ルクス主義理論は、資本主義の問題を産業資本

主義そしてとりわけ実質的包摂における労働者

階級の搾取に焦点を限定しすぎていたのではな

いだろうか。

じっさい資本主義にあっては、直接生産者の

搾取によるプロフィットの獲得、そして、労働

者階級を含む広範囲な大衆層からのレントの収

奪は、資本蓄積における両輪の輪である。デ

ヴィッド・ハーヴェイは、この事態を極めて理

論的に論証した。ハーヴェイは、資本の蓄積様

式には、二つのものがあると指摘している。一

つ目は〈拡大再生産による蓄積〉――これは、労

働者の形式的あるいは実質的包摂を通じた蓄積と

言いかえることができよう――、そして二つ目は

〈略奪による蓄積〉accumulation by dispossession

である。略奪による蓄積と言えば、『資本論』

の原始的蓄積論が思い出されるが、『資本論』

の原始的蓄積論における「マルクスの想定の弱

点は、略奪と虚偽、暴力に基づく蓄積を、もは
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や今では関係のない「原初の段階」に追いやっ

てしまっていることだ」（2005　146頁）とハー

ヴェイは指摘している。『資本論』でマルクス

が 用 い た「 原 始 的 」（ 英 primitive  独 

ursprüngliche）というタームはミスリーディン

グである。なぜならば、原始的（あるいは「本

源的」）というのは、「端緒の一回性」を示唆す

るからである。しかし、資本主義は、恐慌によ

る強制的減価およびそれに続く略奪を通じて資

本の過剰状態を克服し、新たな拡大再生産によ

る蓄積様式を繰り返し再起動しなければならな

い。

ハーヴェイは、恐慌のさいに、略奪による蓄

積が果たす役割を強調している（2010　301-

306頁）。略奪による蓄積は、利潤率の低下を

補填するのみならず、恐慌時に強制的に資本を

減価し、資本蓄積エンジンの再点火に向けての

諸条件を整えるためにも必要なのである。拡大

再生産による蓄積には、資本の過剰蓄積が必ず

つきまとう。商品、労働者、生産手段、そして

擬制資本としての証券などの過剰蓄積は、いず

れは恐慌を引き起こす。しかし、恐慌は、資本

主義の危機というよりも、資本を再起動するた

めのプロセスである。資本蓄積の再起動を用意

するのが、略奪による蓄積なのである。それは、

資本蓄積の危機のたびに、さらに産業資本によ

る利潤率の低下を補うために、何度でも繰り返

されるのだ。

ハーヴェイの恐慌論から、われわれの議論に

戻ろう。ところで、略奪的蓄積が進行したとし

ても、拡大再生産による蓄積エンジンが再点火

される保証はどこにもない。産業資本が成立し

うる立地は、歴史的にも地域的にも限定されて

いる。産業資本の立地条件を再整備したところ

で、一度去った産業資本が帰ってくる保証はな

い。ゆえに、グローバルな規模において見れば、

直接生産者の搾取による蓄積は部分的であり、

略奪による蓄積のほうがドミナントである。

そして、フォーディズム循環に続く拡大再生

産様式が見いだされない場合、支配諸国におい

ても略奪による蓄積がむしろ支配的となるだろ

う。この事態に対応する国家こそがネオリベラ

ルな国家であるという仮説は検討に値する。そ

して合法性を帯びた搾取によって獲得された剰

余価値がプロフィットという表現をとるならば、

合法性を帯びた略奪によって得られる剰余価値

はレントという表現をとる。次に現代の資本蓄

積様式を解明するために、レントの原理的解明

および、レントをめぐる「商取引」として現れ

る略奪を考察しよう。

3.1　レントとは何か

レントとはなにか。ここで資本主義的なレン

トについて（再）定義をおこなっておきたい。

レント rent は普通、「地代」すなわち土地の賃

貸料として理解される場合が多い。レントを

もっぱら地代として理解することから、それを

「封建制の残滓」と見なす向きもでてくる。し

かし、本論で扱うレントとは、資本主義国家を

つうじて私的所有が設定され、その所有物（有

形の場合もあり、知的所有のような無形の場合

もある）へのアクセス（権）を売ることによっ

てえられる収入を指す。したがって、国家権力

の介在なしにはレントは存在しない。もちろん、

何人にもアクセスが開かれている場合にもレン

トは成立しない。したがって、レントという概

念には、地代のみならず、利子や配当、そして

特許制度や許認可・専売制度などを利用し、競

争が制限されるによってもたらされる独占利潤

もまた含まれる。

3.2　 絶対地代について　私的所有と自由な資

本投資との矛盾の解決

はじめに、産業資本に従属するかたちでのレ
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ント（地代）を考察しておく。すなわち、価値

法則による制約をうけるレントである。資本主

義における商品と貨幣のフローの前提となるの

は、私的所有である。ところが、私的所有は、

資本蓄積との根源的矛盾を抱えている。マルク

スは、『資本論』第三巻において、資本制経済

においては、地代とは産業資本が蓄積する剰余

価値の一部が分配されたものであること、超過

利潤が地代へ転化する傾向があることを論証し

た。しかしながら、絶対地代は、経済学的論証

の対象外となる。というのも、いかなる最劣等

地であっても、資本にたいして地主は無料で土

地を貸すことはないという極めてシンプルな事

実から、絶対地代は発生するからである。した

がって、絶対地代には、差額地代のような経済

合理的規則性を見いだすのは難しい。

すなわち、土地の私的所有は、資本による自

由な資本投資を許さない。土地所有者が、土地

は貸さない、売らないといえば、それまでだか

らだ。土地の私的所有とは、なるほど資本制経

済の成立の前提条件ではあるが、しかし同時に

資本の限界をなしてもいる。ここに私的所有の

絶対的矛盾がある。（なお、この矛盾を社会主

義諸国家は、土地の国有化によって克服しよう

とした。すなわち、土地の国有化によって、私

的所有権に制限を加えることによって、国家が

主導して土地への投資と開発がおこなわれる）

ところが、資本制社会においては、土地の私的

所有がもつ（資本にとっての）限界は、貨幣商

品関係に置換される。これが絶対地代である。

絶対地代とは、（土地の）私的所有という資本

制経済が抱える矛盾――私的所有は資本制経済

の前提でありながら、自由な投資の障害ともな

る――の表現であり、その商品経済的かつ擬制

的解決である。

したがって、絶対地代そのものには、資本の

体制にとっての「ネセサリー・イーヴル」と宇

野弘蔵が評したように、資本主義的経済合理性

は適応されえない（410頁）。原理的に資本主

義からレントが消滅することはない。なぜなら

ば、レントとは、資本主義が外部＝限界を内部

化するメカニズムであるからである。

この場合のレント（地代）は産業資本への寄

生的性質をもった、いわばレントの消極的位相

である。しかし、レントは、資本制経済におい

て極めて積極的な機能をも果たしている。コモ

ンズを収奪し、社会の再生産に寄生することに

よって獲得されるレントである。

3.3　 ピューリタニズム・イデオロギーによる

レントの軽視

資本制経済の研究において、レントの存在は

軽視されてきたといってよい。この軽視には、

それなりの理由がある。まずもってレントとは

不労所得を意味するのであり、資本主義的イデ

オロギー、すなわち勤労と倹約のピューリタニ

ズムに真っ向から対立するものであるからであ

る。絶対地代は、こうして資本制経済にあって

は、価値法則を壊乱させ、経済合理性の貫徹を

妨げかねない「不純」である。

たとえば、『プロテスタンティズムの倫理と

資本主義の精神』のウェーバーは、勤勉と倹約

を旨とするピューリタニズムこそが、近代産業

資本主義を支えるイデオロギーだと主張した。

「ユダヤ教政治あるいは投機を指向する

「冒険商人」的資本主義の側に立つもので

あって、そのエートスは、一言にして言え

ば、賤民（パーリア）的資本主義のそれ

だったのに対して、ピュウリタニズムの担

うエートスは、合理的・市民的な経営と、

労働の合理的組織のそれだった」（320 頁）

したがって、地代（レント）と不労所得者は、
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資本主義のイデオローグたちによって、封建制

の残滓として忌避されてきた。「強欲」「ギャン

ブル」「冒険」は、近代資本主義からの逸脱と

いうわけである。彼らは、不労所得としてのレ

ントではなく、自由競争において企業家たちが

イノベーションを追求することによってえたプ

ロフィットのみが、資本制社会における正当な

利得であると主張してきた。

またたとえば、J.M.ケインズは、利子率を引

き下げることによって、投資の規模を拡大する

べきと考えた。そして、利子率の低下によって、

革命に拠らない「利子生活者の安楽死」を予想

した。

資本主義の金利生活者的な側面を、それが

仕事を果たしてしまうと消滅する過渡的な

ものであると私は見ている。そして金利生

活者的な側面の消滅とともに、資本主義に

含まれる他の多くのものが変貌を遂げるで

あろう。そればかりでなく、金利生活者、

すなわち、機能を喪失した投資家の安楽死

が急激なものではなく、最近われわれがイ

ギリスにおいて経験している傾向の漸次的

な、しかし長期にわたる継続にすぎず、な

んら革命を必要としないことは、私が勧告

している変化の過程の大きな利点であろう。

（379 頁）

また、ヨーゼフ・シュムペーターが夢想した

「純粋」資本主義社会にあっては、合理主義が

貫徹されているため、「古い世界」の住民たる

封建貴族や地主貴族に居場所はない。シュム

ペーターは、帝国主義を経済的要因から説こう

とするヒルファーディング等を批判し、帝国主

義と資本主義の因果関係を否定した。シュム

ペーターによれば、近代ヨーロッパ帝国主義は、

封建主義を引きずった伝統的政治的支配層が、

海外侵略という反資本主義的な目的のために、

資本主義を利用したせいなのだ。ひるがえって、

自由競争に基づいた資本主義的合理性が貫徹さ

れている「純粋に資本主義的な社会においては、

これまで戦争のためにささげられていた精力が、

そのままあらゆる種類の労働のためにささげら

れるようになる」（121頁）のであり、「腕力闘

争を必要としていた原始時代の事情の結果生じ

たこの帝国主義的本能」は衰退していくとシュ

ムペーターは主張した。　

しかし、レントが消滅し、経営者も労働者も

ピューリタニズムにしたがって勤勉と倹約に励

むという「純粋資本主義」なる夢想は、資本主

義の本質に位置する「強欲」を隠すだけの巧妙

なイデオロギーでしかない。

3.4　「ブルジョアジーの神話」の虚偽

このようなイデオロギーは、イマニュエル・

ウォーラーステインが「ブルジョアジーの神

話」と呼ぶものによっても強化されてきた。こ

の神話にあっては、ブルジョアジーは、勤労と

倹約によって資本の蓄積に励み、合理的に自己

利益を実現しようとする。彼らは、驕奢をむさ

ぼり、他人の労働の成果を恣にしてきた封建貴

族たちを革命によって打ち倒し、近代社会を確

立したというものである。こうしてブルジョア

革命は、社会主義者にまで支持されることに

なった（いわゆる二段階革命論）。

もちろん、このブルジョアジーの神話は大い

に疑わしい。なぜならば、歴史はいわゆる「ブ

ルジョアジーの裏切り」というものを目撃して

きたからだ。ブルジョアジーが、自由競争を忌

避して国家の庇護をもとめて貴族化したり、

（とりわけ新興国における）近代化の担い手と

しての役割を放棄して、私欲を肥やしたりする

ような例には事欠かない。それもそのはずであ

る。自己保存と自己利益の追求というブルジョ
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ア的原則は、社会的変革のための自己犠牲とは

そもそも相容れないからである。

神話は所詮作り話である。ウォーラーステイ

ンは、レントからプロフィットへ、封建貴族か

らブルジョアジーへという神話をひっくり返し、

あらゆるブルジョアジーは貴族になろうとし、

プロフィットをレントに変えようとするという

テーゼを論証して見せた。

周知のごとく、地代は古典経済学者によっ

て利潤の真の対立物として説明された。だ

が、レントはそのようなものではない。そ

れは利潤の権化なのである。古典経済学者

は、レントから利潤へと向かう歴史的進化

を観察したのであるが、この歴史的変化は

ブルジョワジーが貴族政治を打倒するとい

うわれわれの歴史的神話に作り変えられた。

しかし、実際には、これは二つの点で間

違っている。この時間的変化は短期的なも

のであっても長期的なものではない。しか

も、継起する順序が逆なのである。どの資

本家も利潤をレントに変えようとするから

である。このことは、すべての「ブルジョ

ア」の第一の目的は貴族になることである、

と言い換えることができる。これは短期に

ついての話であって、長期持続について述

べたものではない。レントとはなにか。厳

密に経済的な意味では、レントは、ある具

体的な時空的現実の支配に由来するが、ど

う見ても、その所有者の創造物であるとも、

彼の自己労働（たとえ企業家としての労働

でさえ）の産物であるとも言えない所得の

ことである。［中略］レントがいかに独占

利潤と同じもの、あるいはほぼ同じものと

見えるかに注目すべきである。独占とは、

周知のごとく、競争が不在のゆえに取引当

事者が高い利潤を、あるいはこういってよ

いだろうが、独占部門が商品連鎖全体――

独占部門はその一部をなしている――にお

いて生ずる剰余価値の大きな割合を、獲得

できる状態のことである。ある企業が時空

的に特定の種類の経済取引を独占する状態

に近づけ近づくほど、それだけ利潤率が高

くなるというのはまったく明白であり、事

実自明のことである。それに、市場の状態

が完全競争に近づけば近づくほど、それだ

け利潤率も低下する。実際のところ、完全

競争と低い利潤率とのこうした関係自体は、

歴史上、自由企業システムをイデオロギー

的に正当化する理由の一つとなっている。

残念ながら、資本主義においてこれまで自

由な企業が広範囲にわたって実現したため

しはない。その理由はまさに、資本家たち

が資本を、それも可能な限り多くの資本を

蓄積しようとして、利潤、それも最大利潤

を追求するからにほかならない。彼らはそ

うすることに動機づけられているのみなら

ず、独占的地位を求めることを余儀なくさ

れているのであり、そうした地位に立つと

彼らは利潤極大化を、それを持続的に可能

ならしめる主要機関たる国家を介して、追

求するように駆り立てられるのである。し

たがって、私が提示しようとしている世界

は逆さまであることがわかるだろう。資本

家が望んでいるのは競争ではなく独占であ

る。彼らは利潤ではなくレントによる資本

蓄積を求める。彼らがなりたいと願ってい

るのはブルジョワではなく貴族である。歴

史を通じて、つまり 16 世紀から今日にい

たるまで、資本主義世界経済における資本

主義の論理は深化し、拡大してきているた

め、独占の減少ではなく増大が、地代の増

大と利潤の減少が、貴族階級の増大とブル

ジョワジーの減少が見られるのである。
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パラドキシカルにも聞こえるウォーラーステイ

ンの主張は、実のところ妥当なものである。市

場参入を求める新規参入業者は、時には世論に

訴えながら、「公正な競争」をもとめて国家の

規制緩和を求める。ところが、市場において独

占・寡占地位を占めることに成功し、独占利潤

を享受できるようになるとむしろ国家による規

制を歓迎する。

「ブルジョアジーの神話」や純粋資本主義社

会のユートピアにもかかわらず、レントや強欲

を資本主義から排除することは不可能である。

ウェーバーの主張とは裏腹に、近代資本主義の

歴史は「強欲」「ギャンブル」「バブル」の歴史

でもあるからである。事実、1760年代から

1830年代にかけての産業革命の後まもない、

1840年代には鉄道狂時代（railway  mania）と

いう投機バブルがすでに到来している。もちろ

ん、この投機バブルは金融システムの発展に

よって可能になったものである。すなわち、産

業革命の裏で同時に進行していたのは、金融シ

ステムにおける革命であり、大英帝国のシティ

では各種の証券・債券市場が確立された――そ

してシティは、こんにちにいたるまで投機とバ

ブルのグローバルな中心地の一つであり続けて

いる。（いわゆる「IT革命」が金融革命でも

あったように）産業における革新は、金融シス

テムにおける革新と並行する。二十一世紀に

なって始めて資本主義は強欲になったわけでは

ない。

マルクスは、次のような認識を持っていた。

「生産過程は、金儲けのための避けられない中

間の環、必要悪としてのみ現れる。それゆえ、

資本主義的生産様式のすべての国民は、周期的

に、生産過程の媒介なしに金儲けをなしとげよ

うとする」（『資本論』第二巻第一篇第一章第四

節　62:91-91頁）。すなわち、マルクスの認識

にしたがえば、諸個人が労働や生産を省略して

不労所得（レント）を得ようという衝動に駆ら

れてしまうのは、資本制社会にあっては構造的

に不可避なのである。ところが、『資本論』の

レントについての考察は、価値法則が妥当する

範囲においての、産業資本に従属する「地代」

の考察に留まってしまっている。

そのため、『資本論』では「生産過程の媒介

なしの金儲け」が近代資本主義において果たし

ている役割が考察されないままになった。さら

にいえば、『資本論』のなかで「生産過程の媒

介なしの金儲け」が具体的に考察されるのは、

原始的蓄積論においてでしかない。つまり、

『資本論』は、略奪は産業資本主義成立の前史

に限られるかのように読む者をミスリードしか

ねない。しかし、探求すべきは、近代資本主義

の歴史を貫いている、「生産過程の媒介なしに

金儲け」しようとする資本主義に固有の略奪的

性質であろう。たとえば、こんにちの IMF・

ウォール・ストリート・合衆国財務省のコンプ

レックスによる「債務帝国主義」は、略奪によ

るレント収奪の典型である。

そうしてみれば、近代資本主義には、ピュー

リタニズム・イデオロギーが機能し、価値法則

が妥当する〈拡大再生産による蓄積〉と、

ウェーバーが「投機的・パーリア的資本主義」

と呼んだ〈略奪による蓄積〉の両方が存在する

ということになろう。またレントも二重化され

る。すなわち、産業資本が獲得した剰余価値の

一部を分配されるという意味において、価値法

則による制約によってある程度の経済合理性を

おびるレント、そして生産過程という媒介なし

に、際限のない強欲に駆られる略奪的レントの

二つにである。

略奪的レントにあっては、制約は理論的に存

在しえない。産業資本における労働者の搾取に
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は、労働者階級が再生産されなければ、そもそ

も産業資本が持続不可能であるという絶対的な

制約がある――もっともスキルの高い産業予備

軍が大量に存在するのであればその限りではな

いが。つまり、ハイパー搾取は、産業資本の存

続自体を危うくしかねない。この事実が価値法

則を基礎づけているのであり、産業資本に従属

する限りでのレントは価値法則の制約を受けざ

るをえない。ところが、レントの略奪的な獲得

にあっては、被搾取階級の再生産どころか、社

会の再生産すら考慮に入れる必要がない。「生

産過程の媒介なしに金儲け」ができるならば、

商人・金融資本主義的手法をもちいて、どこで

あれグローバルに投機が行われるからである。

レントの略奪的蓄積は、したがって、労働者階

級のみならず広範囲な大衆層、あるいは諸国民

を対象とした、合法あるいは非合法な諸手段を

通じた苛烈なものになりうる。

3.5　 略奪的レントの典型的戦略――コモンズ

の収奪

略奪的レントについて原理論的に考察する。

略奪的レントの典型は、社会の再生産への寄生

という形をとる。具体的には、略奪的レントに

あっては、私的所有を利用して、社会の再生産

に不可欠な〈コモンズ〉を収奪し、そこからレ

ントをあげようとする。

自然（エコ・システム）、科学（知識）、アイ

ディア、労働（＝協働）、生命情報など、本来、

私的所有と相容れないものは数多い。それらは、

社会や共同体の共有財産であり、また社会の再

生産には必要不可欠のものであるからだ。たと

えば、コモンズ――日本では入会地と呼ばれる

ものに近い――とは、もともとは共同体のメン

バーが共同で所有し、利用する場をさすもので

あったが、共同体が存続していくための工夫で

あった。つまり、コモンズは共同体の再生産の

ために不可欠なセーフティーネットであった。

なお、コモンズのなかには、放牧地など遊牧民

にも開かれているものも含まれる。つまり、コ

モンズには何人にも（共同体にとっての他者に

も）開かれているという位相がある。したがっ

て、社会や共同体は、商品化によるコモンズの

私的独占を長らく阻んできたのであり、またコ

モンズは資本にとっての障害をなしていた。

またたとえば、かつては、それぞれの共同体

は独自の金融を備えていた（日本における無

尽・頼母子講など）。それは共同体の互酬の仕

組みであり、共同体の再生産を担うものであっ

た。すなわち、地域金融システムもかつては無

形のコモンズであったのだ。ところが、国家が

金融制度を整えていくにつれ、国家による認可

を受けた銀行以外による「私的」金融は違法な

ものになっていく――もちろん、それはじっさ

いには私的ではなく、「共」的なものである。

こうして、金融へのアクセスは有料サービスと

なった。

また、共有地・入会地には所有権が設定され

てしまったが、しかし、コモンズは、歴史的に

発展し創造されてきた。たとえば、福祉国家の

もとで発展してきた社会保障制度は、それが社

会の再生産を支えるセーフティーネットである

という意味では、無形のコモンズでもある。

ハーヴェイは、電気・水道・交通・通信網など

のインフラ公益事業や人々が交流する広場など

の空間を〈都市コモンズ〉と呼んでいる。また、

公営住宅や低金利の住宅資金融資、また無料の

公教育や奨学金もまたコモンズとしての位相を

もっている。さらに、農業や医療の分野におい

て、知的所有権をめぐって熾烈な競争と闘争が

行われているバイオ情報も、諸個人の生命と社

会の将来がかかっているコモンズ的な領域――

生命の再生産に直結する領域――である。さら

に、インターネット上にも、ウィキペディア・
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コモンズのような、さまざまな情報を共有する

場が発展し続けている。しかしながら、それら

にも国家権力によって所有が徐々に設定されて

きた。所有権の設定によって、囲い込みが行わ

れ、それらはレントをあげる商品として流通し

だす。

そして、現在の階級闘争のフロンティアに位

置しているコモンズとは、ネットワークにおい

て集団的に共有されている〈一般知性〉である。

サイバースペースは、人間による人間の集団的

生産にはすでに必要不可欠なエレメントである。

諸個人は、学校よりもむしろサイバースペース

において育っている。たとえばネットにおける

サブカルチャーとは、そのほとんどが無名であ

るクリエーターたちによる共同的創造の場なの

であり、こんにちにおける新しいコモンズの典

型といってよい。

これらのコモンズが日々生産している価値を、

インフラの所有権あるいは特許や登録商標など

の知的所有権を利用して、資本が収奪できるな

らば、たちまちのうちに高収益ビジネスモデル

ができあがる。これまで誰にでもアクセスを許

されていたコモンズが、ある日突然、有料に

なったり、企業の販促や宣伝の場になったりす

るケースには事欠かない。

様々なコモンズを私有化することによって独

占ないし寡占企業が新たに作り出されるが、そ

の企業があげる利潤もまたレントとしての側面

をもっている。この意味において、歴史的に多

様に発展してきた諸コモンズにたいして、ネオ

リベラルな戦略がなした収奪――私的所有権設

定――は、まさに現代版エンクロージャーと

いってよい。公益事業の民営化と社会インフラ

の売却は、消費者を半永久的に収奪する独占・

寡占企業を作りだすからである。（というのも、

国営企業や公益事業が売却されてしまうと、一

時国庫は潤うかもしれないが、資本は買収の投

資を消費者から回収しようとする。また次世代

は、国営企業からの配当や廉価な公益サービス

を受け取れなくなる。）

3.6　 資本は、人々が集団的創造を行う場を創

りだし、そこからレントを徴収する

もちろん、コモンズは物質的な都市インフラ

や社会保障にとどまらない。通信ネットワーク

と情報技術の発展によって、人はヴァーチャル

な空間にも住むようになった。そして、グーグ

ル、アップル、フェイスブック、ラインなどの

企業は、単なる商品やサービスを提供している

のではない。それらは、新しい共同性、新しい

生活様式、そして集団的情動とコミュニケー

ションの新たな様式をつくりだしている。つま

り、「新しい世界」を作り上げているのだ。そ

れらの企業は、自らが作りだす「新しい世界」

のレントナーになろうとしている。したがって、

ユーザーたちは、「新しい世界」に住むために

は、直接的、あるいは（広告閲覧を通じて）間

接的に「レント」を払わなくてはならない。

なるほど、かつてもGMやコカコーラなどの

商品に囲まれた「アメリカン・ウェイ・オブ・

ライフ」が存在した。しかし、そこでは、

フォードやペプシコーラでも代用ができた。と

ころが、たとえばグーグル社が目論んでいるの

は、ネットワーク、PC、スマホ、家電、車、

ロボット、遺伝子情報などのすべてがグーグル

社の提供するプラットホーム（AI＝人工知能）

を介さなければ機能しないような状況である。

つまり、グーグルの戦略は、グーグルなしには

生が成り立たないような世界に人々を囲い込む

ところにある。A life powered by Google　また

たとえば、マクドナルドから人々の足が遠ざか

りつつあるのはグローバルな現象であるが、そ

れは「ビックマック」の商品単体としての良し

悪しはさておき、マクドナルドが消費者に提供
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する「世界」が味気なく、ベルトコンベア式の

消費しか提供できていないからであろう。

フォーディズム型のビジネスモデルが生き残っ

ていくのは難しい。

また、新進クリエーターや起業家たちへのコ

モンズ（コミュニケーションと共同的創造の

場）の提供もまた、資本にとっての有力なビジ

ネスとなっている。資本は、コモンズの囲い込

みによって、あるいはコモンズを作りだすこと

によって、レントを収奪するのである。そのう

え、新たな IT寡占企業のユーザーたちは、「消

費者」や「利用者」という字面が想起させる受

動性を超えている。つまり、ユーザーたちは、

世界を創り上げる参加者たちでもある。いやむ

しろ、新たな世界を創り上げているのは、その

ユーザーたちのほうなのだ。IT寡占企業は、

雇っている労働者を搾取することよりも、自分

たちが創りだしたプラットホームのうえで、

日々新たに作りだされつつある世界が生み出す

価値を捕縛すること――レントの収奪――に焦

点をおいている。したがって、クリエーターと

ユーザー（鑑賞者）という区別は、役には立た

ない。新たな世界に関与するすべての参加者は、

クリエーターでもあり、資本だけが「プロ

デューサー」なのである。資本は、工場の監督

者からプロデューサーになった（2）。つまり、

資本は知的所有権を利用して、集団的創作の場

を囲い込み、そこからレントを収奪する。これ

は、逆にいえば集団的創造にたいする資本の無

力・無能を物語ってもいる。フォーディズム工

場において、テーラー主義に基づいて生産過程

を組織し、労働者を規律管理しているだけでは、

利潤をあげることは難しくなっている。資本に

よる労働の実質的包摂は、絶対的限界に直面し

ている。そして、もの作り（物質的労働）は、

世界の創造（非物質的労働）に従属しつつある。

これは、資本による労働の実質的包摂から、形

式的包摂へと蓄積戦略が「先祖返り」している

かのようである。

3.7　レントの究極形態＝社会の再生産への寄生

ここから理解されるのは、レントの究極形態

とは、社会の再生産それ自体への寄生というも

のである。レントを支払わなければ、社会の再

生産がなされえないような状態へと差し向ける

こと、あるいは、企業が提供する「新しい世

界」から排除されてしまうこと、これがレント

ナーたちの究極の目標である。

そして、社会の再生産に寄生しているレント

徴収型ビジネスほど、安定した高収益を保証さ

れているものもない。したがって、現代におけ

る資本の蓄積戦略は、労働者の実質的包摂を通

じた〈搾取〉よりも、むしろ大衆全体の〈略

奪〉に重点をおきつつあるように思われる。

この状況にたいし、カルロ・ヴェルチェッ

ローネは、「産業資本主義の推進力の枯渇は、

商人・金融資本主義に固有の間接的な支配装置

を再び優遇するようになった」（55頁）と分析

している。

生産サイクルの組織が、資本の指令の機能

から自律し、かつまたは強力な対立的動態

によって貫かれている生産的協業に基づく

ほど、資本は、貨幣・金融的流通の部面で

実現される、生産の支配と剰余価値の取得

の間接的な形態を優先する傾向がある。分

業の形態と資本蓄積の形態を結びつける、

この解釈上のパラダイムは、資本蓄積の異

なる局面の交代を説明することを可能にす

る。したがって、生産的蓄積、金融的蓄積、

商業的蓄積といった諸形態によって特徴づ

けられる諸局面があることになる。こうし

た意味で、歴史的な観点から見た産業資本

主義の危機を位置づけるために、形式的包
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摂段階がもたらすもう一つのレッスンとは、

今日において資本は「再びその直接に生産

的な形態から脱却し、別の関係から抽出す

ることによって剰余を取得しようとしてい

る」ということである。（55 頁）

この新たな資本の蓄積戦略において、略奪は

それとしては現れない。略奪は、むしろ貸し付け、

市場開放、都市再開発と治安の改善などという

「合法性」を帯びて現れる。具体的には、融資（住

宅ローン・奨学金）や投資の奨励、gentrification、

払下げ、公益事業の民営化などである。このビ

ジネスの中心に位置するのは、証券化などの金

融テクノロジーを駆使し、あらゆるものを投資

商品に換えてしまう金融資本――現代最強のレ

ントナーである――である。これらのビジネス

は、ネオリベラリズム・イデオロギーにおいて

は経済を再活性化するものとして、むしろ肯定

的に評価されている。

ところが、実態はそうではない。「民間活力

の導入」などのスローガンのもと、社会的コモ

ンズの私的収奪をつうじて行われる大衆の略奪

は、こんにちの資本蓄積戦略の特徴をなしてい

る。またたとえば、融資は大衆の見かけ上の

「購買力」を上げるという側面があるとしても、

合衆国において2007年に破綻した住宅サブプ

ライムローンは「略奪的貸し付け」とも呼ばれ

た。

４． ネオリベラルな国家 neo-liberalist 
　　state、あるいは略奪による蓄積に対
　　応し、自ら囲い込みを遂行する国家

ここから、ネオリベラルな国家の本質という

ものが明らかとなる。それは、1968年世界革

命にたいする反革命国家として胎動した。反革

命国家は、学生運動や戦闘的労働組織など革命

のあらゆる契機を破砕した。そして、国家・資

本・労働組合からなるネオ・コーポラティズム

的協調を反故にし、労働組合を解体したり骨抜

きにしたりしながら、フォーディズム循環を延

命させようとした。ところが、支配諸国におけ

る、拡大再生産による蓄積における利潤率の低

下はもはや止められなかった。

支配諸国において、労働の実質的包摂による

賃労働者の搾取、および社会のフォーディズム

工場化がその限界を露呈し、資本蓄積のプライ

マリーな形態が、広範な大衆層をターゲットと

したレントの合法的略奪、そして労働の形式的

包摂へと逆転していくなか、資本主義国家の形

態もまた、資本蓄積様式の「移行」に対応する

かたちで、形態変化を続けてきた。そして、資

本によるコモンズの収奪を許している、いやむ

しろ積極的に促進しているのが、ネオリベラル

な国家である。ドミナントな資本蓄積が、産業

資本から商業資本的な形式的包摂、そして金融

資本的な略奪に重点移動しているのに対応する

ように、あたかも、資本主義国家もまた先祖返

りしているようだ。

1970年代以来、われわれが目の当たりにし

てきたものとは、コモンズのエンクロージャー

（囲い込み）というべき事象である。資本によ

るコモンズの収奪は、私的な暴力によって遂行

されるもの以外は、国家による介入なくしては

遂行されえない。

そして、ネオリベラルな国家こそは、拡大再

生産による蓄積に代わる〈略奪による蓄積〉を

可能にする、コモンズにたいするエンクロー

ジャーを自ら遂行する国家である。ネオリベラ

ルな国家は、社会の再生産を保障している各種

コモンズに私的所有権を設定し、それを資本に

売り渡しつづけている。
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4.1　 こんにちの国家主導による「エンクロー

ジャー」

社会的コモンズのエンクロージャー（囲い込

み）を遂行するためには、イデオロギーと暴力

が必要である。不況は、社会的コモンズの解体

を正当化する。国家の財政赤字を盾に、社会保

障と福祉は縮減され、「民間活力の導入」とい

うスローガンのもとに、社会的コモンズとイン

フラは売りにだされた。

そのさい、「自己責任」と「個人所有」のイ

デオロギーは、社会的コモンズの解体と囲い込

みに大いに寄与した。公共住宅の払い下げなど

の諸政策を通じて、労働者階級を「所有者」に

かえるというのが、マーガレット・サッチャー

による国家戦略の要の一つであったことは決定

的である。英国における労働者階級の一部は、

Essex manやMondeo manと呼ばれる「所有者」

となって保守化していった。その後、この国家

戦略は、支配諸国における経済政策の柱となっ

ていく。

ところで、労働者階級の定義は、生産手段を

持たぬものたちであり、その賃金によって「所

有者」になるのは、不可能ではないにせよ、非

常に困難である。ところが、資本は労働者階級

を所有者に変える魔法を発明した――じっさい

は、それは労働者階級を「債務者」に換えるこ

とであったのだが。金融ネットワークというコ

モンズを占有する金融資本が、様々な金融テク

ノロジーを駆使して、経済学的な意味で信用の

高くない、広範な大衆層を債務者に変えたので

ある。

この事態について、マウリツィオ・ラッツァ

ラートは、大衆が勝ち取ってきた保障と福祉な

どの社会的諸権利が、「個人的所有」というイ

デオロギーのもとに負債に変えられてしまった

と指摘している。

金融は、社会的諸権利をクレジットに、個

人保険に、金利収入（株主）に、要するに

個人的所有に変える戦争機械である。すべ

てを銀行に託しなさいというわけだ。金融

は、あなた方みんなをクレジット・カード

を持った消費者に変えるための、もっとも

精巧な技術を見つけたのである。破産を導

くのは「投機」ではない。金融と実体経済

の分離と言われるものでもない。そうでは

なくて、「私的所有の体制を変えることな

く、すべての人を豊かにする」などという

主張にほかならない。〔中略〕サブプライ

ムを発案したとき、資本家は自らのイデオ

ロギーを信じた。「もっとも貧しい労働者

階級の人々」や中流階級を含むすべての人

を「（資産の）所有者」に変えるというイ

デオロギーである。「すべての人を所有者

に！」、これはフランスのサルコジの選挙

宣伝に使われた標語だが、元祖のアメリカ

では、ブッシュが「所有者の社会」を提唱

していた。しかし実際に明らかになったの

は、それとは反対に大多数の人々が債務者

になり、一握りの人々だけが金利生活者に

なるという事態だった。（ラッツァラート 

144-145 頁）

保障と福祉の公的サービスが縮減されてし

まったので、そのかわりにわれわれは債務を

負ってそれらを「購入」しなければならなく

なった。ネオリベラルなイデオロギーと政策が、

コモンズを否定し、すべてを「個人的所有」と

「自己責任」に変えてしまった。車や住宅の所

有者にして債務者は、自らの生活水準を維持し

ようとするならば、資本の論理と命令を自ら内

面化せざるをえない。債務と所有がもたらす、

規律と教化の効果は過小評価されてはならない。

労働者階級も保守化しうる。
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さらに、ローンという見かけ倒しの「共産主

義」によって、住宅も教育も保険・保障そして

交通手段にいたるまで、すべて「個人所有」で

きるようになったので、それらの提供は行政の

仕事ではなくなった。もし、それらに困ってい

る者がいれば、それは「個人所有」をめぐる投

資の失敗であり、当然「自己責任」となる。た

とえば、公営住宅を整備することは、持ち家取

得への国民の意欲を減衰させるものであるばか

りでなく、民業圧迫だというわけである。人々

は、好むと好まざるとに関わらず、借金（住宅

ローン・奨学金）を背負い、貯蓄を投資に回さ

なければならない。

4.2　金融化された生

このように、資本によるコモンズの収奪に国

家がコミットすることによって、われわれの生

は金融化された。生きていることそれ自体が、

ファイナンスの対象となる。住宅ローン、教育

ローン、スマートフォンの月賦販売、クレジッ

トカード、「貧困ビジネス」としての消費者金

融などの「債務者」としてわれわれは生きるの

みならず、各種保険・年金の掛け金の支払いに

よってこんどは「投資家」にもなる。

その時、何がおこるのか。ドラッカーが年金

資本主義を提唱して以来、労働者は奇妙なパラ

ドクスに陥っている。企業が労働者を解雇した

り使い捨てたりして収益をあげるほうが、労働

者や大衆「全体」で見れば、将来の年金（ある

いは失業保険）が保障される場合もあるのだ―

―「運の悪い」労働者を除く。たとえば、クリ

スチャン・マラッツｨは、「労働者が資本と一体

化する」とまで言う。

「ニューヨーク市の財政危機のなかで進行

した年金基金の静かな革命に見たように

［労働者と公務員］の貯蓄が株式市場に投

資された結果、個人の運命を決定的に左右

する力を世論が持つことになりました。極

端な話をすれば、公務員であれ会社員であ

れ給与所得者は、自らが株主であれば、株

主としての利益の名のもとにウォール・ス

トリートから求められると自ら進んで辞職

するさえするようになったのです。[中略 ]

　貯蓄を株式に投資した労働者は、労働者

という定義からも賃金契約の形式からも矛

盾していますが、いわば資本と一体化する

ことになります」。（17-22 頁）

マラッツｨの文言には皮肉が込められており、

誇張がある。もちろん、「年金基金の静かな革

命」が、資本主義の根底にある〈資本と労働の

敵対〉を揚棄するものではない。しかしながら、

この敵対がそれとしては現れないような、そし

て労働者たちが自分たちの「階級利害」に目覚

めて叛乱しないようにさせる様々な装置が張り

巡らされているのである。

人はつねに複数の階級関係を生きている。た

とえば、賃労働者として搾取されながらも比較

的良い賃金を得ているとすれば、それは非正規

労働者へのハイパー搾取にたいして、その黙認

などを通じて間接的に荷担しているせいなのか

もしれない。賃労働者にして、債務者であれば、

労働市場において評価される労働力であり続け

なければならない。さもなければ、借金を返せ

なくなってしまう。また、支配諸国の国民とし

て社会保障を享受しているとすれば、当の社会

保障の「原資」は、資本の輸出という（新）帝

国主義戦略によって獲得されたものかもしれな

い。また、掛け金に見合う年金や保険金をえよ

うとすれば、その基金の投資先がたとえ労働者

を使い捨てにして利潤を得ようとも目をつぶっ

た方がよいかもしれない。年金基金は、機関レ

ントナーの典型であるが、たとえば、日本にお
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けるGPIFのように、年金資金が株式投資によ

る運用を強化すればするほど、「資本の利益」

が国民の利益となっていく。資本と国民は一蓮

托生になる。つまり、支配諸国においては、一

個人においてさえも賃労働者とレントナー（年

金・社会保険の受給者）とに分裂しているので

ある。

支配諸国における労働者階級が、同時に所有

者・債務者・（間接的）投資家となったことは、

階級関係・階級利害を飛躍的に複雑にしている。

しかしながら、これはもっぱら経済学的観点か

ら見たときだけであることも確かである。権力

論的観点から見れば、事態は異なる。資本の指

揮命令にしたがって労働過程が組織されるとき、

労働者による生産の自治が確立されていないと

き、搾取は存在しているし、資本と労働の敵対

は続いているのだ。

５．終わりにかえて　ネーションとい
うイマジナリーな共同体に入った
亀裂と、リアルな階級分裂社会の
露呈

ネオリベラルな国家による社会的諸コモンズ

の収奪は、しかしながら、資本主義国家の基盤

を自ら掘り崩すものでもある。1960年代から

のグローバルな叛乱、反戦運動、市民権運動な

どを通じて、支配諸国においては、国家による

国民動員にたいする醒めた意識が広がっていっ

た。諸個人は、ネーションが想像的なもの――

擬制――であることなど承知している。

ネーションは、一義的には文化、記憶、言語

を共有するものたちの共同体である。つまり、

それは国民国家の基盤となる「想像の共同体」

にして、精神的紐帯であった。しかしながら、

このイマジナリーな関係は、物質的基盤なしに

存立しえない。国家は、社会保障制度や国家の

イデオロギー諸装置を通じて、ネーションを

（再）生産し、諸個人を国家プロジェクトへと

動員してきたのであった。

フォーディズム循環の時代にあっては、資本

主義がもたらす階級的敵対と矛盾を、国家介入

によって緩和しながら、資本の蓄積運動へと諸

個人を動員することによって国民は（再）生産

されてきた。ところが、ネオリベラルな国家が

遂行している、社会的コモンズの私有化そして

福祉国家の解体は、国民の立ち上げを難しくす

る。

社会的コモンズとしての社会保障制度は、労

働者階級の闘争が国家に押しつけたものでもあ

る。資本主義国家は、もともと福祉国家を指向

するわけではない。様々な領域における労働者

階級と大衆層による諸闘争によって、国家は生

き残るために福祉国家とならざるをえなかった。

大衆が抵抗を断念し、声を挙げなくなったとき、

国家は福祉国家を簡単に反故にするであろう

――ネオリベラルな国家がそうであったように。

しかしながら、福祉国家の解体は、国民的総動

員システムを危うくしかねないものである。

5.1　牧人＝司祭制権力と主権との矛盾した結合

ところで、ミシェル・フーコーは、現代国家

の権力形態を表現するにあたって、牧人＝司祭

制権力という概念を練り上げた。（3）この牧人＝

司祭制権力はさらなる深化を見せている。この

権力は、牧人の群れにたいする〈配慮〉、そし

て群れを構成する個体それぞれの「魂の救済」

にもおよぶ個別的配慮として現れる。経済成長、

雇用、国民の所得、社会福祉、安全保障、治安、

教育、介護・医療・薬物、投資、セックスと

ジェンダー、衛生・平均寿命・出生率などなど

――こんにちの国家とは、国民の生のありとあ

らゆる側面に介入し、管理する牧人＝司祭にも

例えられる。この介入の目標は、広い意味での
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「セキュリティ」の確保にある。ここでいうセ

キュリティとは、安全保障そして社会秩序の安

定を意味するばかりではなく、国民経済および

諸個人の「経済的安定」をも意味するのであり、

諸個人の生を取り巻く「社会的環境――衛生・

医療・教育・福祉など――の安定」をも含意す

る。いいかえれば、牧人＝司祭制権力は、社会

と諸個人の生から、リスクと不確定要素をでき

る限り除去しようという権力である。この権力

が十全に機能するに至ったとき、諸個人の生は

ゲーム理論によってすべて予測可能なものとな

ろう。

もはや「夜警国家」は国民からも支持されは

しない。ネオリベラルな国家は、市場に介入し

ない国家を全く意味しない。市場における公平

な競争は、資本蓄積の妨げになるし、市場経済

原理の貫徹は資本にとって必ずしも利益になら

ないので、国家は市場と競争を管理し、大きす

ぎて潰せない too big to fail　私企業も救済する

のである。ネオリベラルな国家とは、資本蓄積

条件の最適化のために、市場と企業、そして労

働人口にたいしてあらゆる角度から介入する国

家を意味する。

そして、この介入は国民による「下から」の

要求によって正当化される。国家にたいする国

民の要求は日増しに高まっている。レッセ

フェールの経済原則によれば、市場における景

気循環は避けられないものである。さらにいえ

ば、恐慌ですらもそれは資本主義につきものの

過剰資本を一掃し、資本の蓄積条件をリセット

し、蓄積エンジンに再点火するためには避けら

れぬ「危機」なのである。しかし、恐慌が引き

起こす痛みを人々はもはや我慢できず、その怒

りは国家へと向かうことになる。国家が市場に

介入して市場の均衡メカニズムをゆがめてしま

うため、次に来る恐慌（＝危機）はさらに深い

ものになる。結果、経済危機のたびに、国家の

威信と国民からの信頼は深く損ねられる。つま

り、資本主義の恐慌は、資本主義国家の危機に

等しい。こうしたあげくに、レッセフェールの

原則からは遠く離れて、国家は国民経済の動向

に責任を持つに至った。

フーコーが述べたように、国家と国民のあい

だの「統治契約」はセキュリティ契約へと移行

したのである。「もっと長生きさせてくれ」と

いうような国家への要求は、おそらく半世紀前

まで国民の意識にも昇らなかったものであろう。

つまり、諸個人の多くは国家による精神的動員

から醒めていると観念しているが、セキュリ

ティにおいてはますます国家への依存を強めて

いる。

気まぐれに暴れ回り、放蕩の限りを尽くす

「君主」ではなく、恵み深い気遣いのある「牧

人」として現れなければ、権力は自己を正当化

できない。そして、気づけば、国家（権力）は、

国民それぞれの生活の奥深くまで浸透をしてい

る。それは、様々な共同体の衰退とハウスホー

ルド形態の変容（核家族化）と軌を一にしてい

る。共同体や家族が変化するにつれて、個人の

ありようもまた変化しつつあるのであり、それ

に沿うように国家権力も変容している。たとえ

ば、セキュリティへの配慮が高じるなかで、ブ

ルジョア法の公私の区別はほとんど無視されよ

うとしている。国家警察による民事不介入原則

はもはや住民から支持されない。セキュリティ

のためなら、痴情のもつれにまで警察は介入し

なければならない。

そして、ここに資本主義国家の矛盾が露呈す

る。気前の良い牧人＝司祭制権力、そしてネオ

リベラルな国家のような費用対効果を計算する

「吝嗇な」権力のあいだの矛盾である。たとえ

ば、こんにちの権力は、ジョージ・オーウェル

が『一九八四年』で描いたような、国家あるい

は党を自発的に「愛する」ようになるまで反逆
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者たちを洗脳するというような費用がかかるこ

とはしない。「ビッグ・ブラザー」は、あまり

に「慈悲深く」、たった一人の叛乱分子にたい

してさえも、配慮と計算が行き届いた拷問と洗

脳を時間とコストをかけておこなっていた。こ

のような非効率は、こんにちの権力のエコノ

ミーにおいては真っ先に否定されるであろう。

すなわち、われわれが接している権力は、一人

の落伍者も出さないよう群れを率いるという意

味での牧人ではない。「黒い羊」は即座に群れ

から排除されるのみだからだ。

このことは何を意味するのであろうか。おそ

らくは、主権とそして牧人＝司祭制権力のあい

だの接合である。主権とは、敵と友を区別し、

敵には死を与えそして友は生かしたままにして

おく権力であった。主権と牧人＝司祭制権力と

いう異質な権力をつないでいるのが、権力のエ

コノミーであろう。牧人は、群れを率い、群れ

をつくる個体それぞれに配慮しながらも、群れ

のセキュリティにとっての壊乱要因となるもの

は、容赦なく徹底して排除する。牧人は個体そ

れぞれの「救済」に努めるかもしれないが、そ

れは権力における「経済性」が許す限りでしか

ない。非経済・非効率な権力が長く存続したた

めしはない。『一九八四年』が論証して見せた

のは、全体主義国家の全能性と全体性ではない。

むしろ、無駄の多い権力は、早晩瓦解せざるを

えないということである。われわれが現在生き

ている権力関係は、はるかに leanである。もは

や権力は、ひとびとの内面の救済や洗脳などに

はほとんど関心がないように思われる。リスク

の高い者たちは、単に排除するだけでよいから

だ。

こんにちの資本国家が従っている権力のエコ

ノミーゆえに、牧人が嘯く気前の良さには根本

的な欺瞞がある。資本主義国家は、基本的に

〈債務国家〉という位相がある。そして、資本

主義国家とは「貨幣による経営体」でもある。

それは、資本が獲得する剰余価値に寄生するこ

とによって、その身を養っている装置なのだ。

ネオリベラルな国家が証明したのは、資本主義

国家は、コモンズという共有財を大衆から奪い

取らなければ、そして福祉国家が保障していた

ものを反故にしなければ、牧人として国民に分

け与えることもできないということである。国

家装置とは、最終的には独占された暴力によっ

てその組織と権力を保持する、極めて特異な装

置である。国家にあっては組織と権限の防衛が

すべてに優先される。資本主義国家が、こんに

ち牧人＝司祭のような形象を帯びて現れるとす

れば、それが国家装置の存続にとって必要不可

欠であるからに他ならない。

国家権力は、二極化しつつある。一つの極に、

国民の外にある者たち（「敵」）に向けられる容

赦のない抑圧がある。その国家暴力は、国家の

政策に従わない「非国民」（市民的不服従の実

践者など）、文明の敵であるテロリストたち、

あるいは押し寄せる難民たちに向けられる。場

合によっては、非寛容は国家にとって大きな負

担となる者たちにも向けられよう。かれらは、

剥き出しの生のまま、国家（暴力）と対峙しな

ければならない。

ひるがえって、国家が国民（友）にたいして

行使する権力は、牧人による「導き」と「配

慮」として現れる。この牧人は、群れにたいし

て気前の良さもみせるかもしれないが、しかし、

それは福祉国家が国民に与えていたものを奪い

返すことによって、はじめて可能になる。

5.2　ナショナリズムの変容

主権と牧人＝司祭制権力が矛盾をはらみつつ

接合した国家において、ナショナリズムはどの

ような形態変化を見せているのか。すでに述べ

たように、資本蓄積への国民的総動員を支えて
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いた、福祉国家の解体およびそして各種の国家

のイデオロギー装置の機能不全は、ネーション

の存立基盤を危うくする。福祉国家による再分

配が否定され、コモンズが収奪されるとき、

ネーションという「想像の共同体」によっては

糊塗できないほどに、社会の階級分裂は極まっ

ていく。

なるほど、いまなおナショナリズムは、国家

による精神的動員における中心的戦術であり続

けている。ナショナリズムが巨大な政治的影響

を与えるのも確かである。しかし、とりわけそ

の「賞味期限」は限られている。なるほど、大

衆が社会にたいして抱く不満にたいし、ナショ

ナリズムは、諸悪の根源たる「国民の敵」を名

指しし、愛国のためのヒロイックな自己犠牲を

称揚し続けている。ナショナリズムに醒めてい

た者でさえも、「国難」のさいにはヒステリッ

クに愛国者へと変貌する。ところが、愛国ヒス

テリーも長続きはせず、ヒステリーが去った後

の自責の念だけが社会に漂う（4）。すなわち、

ナショナリズムに訴えることによって、国家の

正当性を証し、国家の威信を維持しうる期間は

ことのほか短い。

なぜならば、一つには、ナショナリズムのも

つ排外主義はグローバル・ビジネスにとっての

阻害要因であるからである。ナショナリズムへ

の熱狂は、持たざる諸階級にとって、つかの間

の溜飲を下げるには役立つかもしれないが、と

りわけ経済的なツケを後でたっぷり支払わされ

ることになるだろう。

こんにちでは、ネーションは資本主義をめぐ

る「諸利益の共同体」という色合いを強めてい

る。たとえば、国籍（市民権）は、各種の社会

保障（健康保険・失業保険・年金）、各種労働

権と切り離しては考えられない。そして、国家

がそれら諸権利を国民にたいし経済的に保証で

きるのは、資本によって蓄積された剰余価値に

国家が寄生しているからに他ならない。

支配諸国では、国民と不法移民のあいだには、

人種差別と重なる階級的分割線が画されている

が、すなわち、この分割線は搾取の最前線でも

ある。不法移民を搾取することによって、資本

が剰余価値を蓄積しているとするならば、そし

て国家は当の資本に税を課すことによって社会

保障の「原資」を得ているとするならば、「国

民」とは間接的に不法移民を搾取する者たちと

いう利益集団の意味になる。グローバル企業が

世界各地で搾取や収奪をおこなうことによって

資本を蓄積し、「本国」に税を納めている実情

をみても、支配諸国の国民は階級的特権性を帯

びている。そして、社会保障制度の「原資」を

グローバル企業に依存するようになればなるほ

ど、資本の利害が国民の利害となっていく。も

しも、雇用・社会保障制度・国民生活水準を維

持したければ、国家と国民は否が応でも資本の

論理と利害に配慮し、他の諸国民（あるいは移

民）の搾取や収奪を黙認せざるをえなくなる。

支配国にあっては、資本・国家・国民は、一蓮

托生のものになってしまったかのようだ。もは

や「帝国主義」という言葉は流行らないが、そ

の現実はなくなってはいない。こうしてみると、

ネーションは、伝統・文化・言語を共有する

「想像の共同体」から、むしろ現世利益を保障

する排他的集団へと変貌しつつあるのだろうか。

このように、もはやナショナリズムは、国家

動員のための万能薬とは言えなくなっている。

それでは、国家による資本主義への国民的動員

は終わりつつあるのであろうか。少なくとも精

神的動員の限界は見えてきている。ところが、

事態はそう単純ではない。諸個人は、資本主義

を盲信しているわけではない。しかし、それが

諸個人の社会的自己保存を適える唯一の手段と

観念されるために、そのシステムに順応しよう

としている。多くの者は、社会の階級分裂、環
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境破壊、帝国主義戦争などをはじめとする資本

制経済がもたらす諸問題を意識しながらも、し

かし、（とりわけ経済的に）現実的なオルタナ

ティヴを見いだせないでいる。資本制経済の有

能な担い手として生きる以外に自己保存がかな

えられないと諸個人が観念するとき、諸個人に

よる資本および国家への「依存」は極まる。

また、「想像の共同体」は、現実には階級分

裂している社会の諸敵対を糊塗するためのカ

バーイメージとして機能していたのだが、「美

しいネーション」によってはもはや弥縫しきれ

ないほど、社会が階級分裂している場合、「国

民」とは、もはや社会保障番号（合衆国）やマ

イナンバー（日本）のような、単なる「市民の

権利と義務の証票」に縮減されていく。合衆国

の国籍をえるための「出産ツアー」に典型的に

現れているように、国籍はもはや投資の対象に

なっているのであり、ネーションとは、民族や

愛国などのイデオロギーではなく、実利によっ

て繋がっているようにも映る。社会保障番号以

上の「崇高な」ネーションなどというのは消え

ゆく運命にある幻想なのだろうか（5）？

5.3　帝国主義の変容、そして国民国家との矛盾

このようなナショナリズムの変容――あるい

はその限界の露呈――は、資本による搾取と収

奪がグローバル化されたのと並行している。し

たがってまた、帝国主義も複雑に形態変化し、

深化しているといってよい。レーニンは、20

世紀の帝国主義の発現形態を、資本の輸出に不

可欠な市場の獲得を目的とした世界の分割戦に

見いだした。したがって、帝国主義とナショナ

リズムは不可分の関係にあった。ゆえに、反帝

国主義運動もまた民族自決というナショナリズ

ムに訴えていた。20世紀の帝国主義（そして

反帝国主義）は、ナショナリズムをその中核に

据えていた。

ところがこんにちにおける帝国主義は、ある

一つの国民国家による領土的野心に駆られた対

外膨張というよりも、ヘゲモニー国家を中心と

した一握りの支配諸国による〈世界の共同管

理〉という様相を呈している。その現実の担い

手たちは、ごく少数のグローバルエリートたち

である。支配諸国の課題は、資本が築き上げた

グローバルな搾取と収奪のシステムを庇護する

ことであり、資本の立地条件競争に勝利しなが

ら、グローバル資本が蓄積する剰余価値にでき

る限り寄生することにある。

もはや他国の領土と人口の支配というような

植民地主義は、費用対効果にみあわない。金

融・技術・知的所有権を利用した市場と資源へ

のアクセス権の支配が新帝国主義のプライマ

リーな戦略となった。そして、帝国主義の最大

の武器が債権であることは間違いがない。支配

諸国は、債権の「神聖同盟」を結んでおり、重

債務を負った債務国家の社会的コモンズを収奪

している。

21世紀の帝国主義は、20世紀のようなイデ

オロギー闘争――共産主義・自由主義・民族自

決など――をもはや必要としていない。なぜな

らば、この新しい帝国主義とは、世界を共同管

理する一握りのエリート層あるいは特権層の共

同利害を追求するものに他ならないからである。

したがって、帝国主義の論理は、必ずしもナ

ショナリズムとは合致しない。新帝国主義に

あっては、支配諸国のあいだのヘゲモニー闘争

は、世界の共同管理という利害に従属する。そ

して、支配諸国間のあいだの資本の立地条件競

争に従属する。そして、諸国民は、ますます帝

国主義のヒエラルキーのなかに深く組み込まれ

るようになった。

このとき、国民国家としての利益と支配的帝

国主義国家との利益は矛盾しがちである。多く

の場合、国民経済全体の利益は切り捨てられ、
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グローバル資本の利益が優先されるからである。

EU離脱の是非を問うた英国の国民投票、2016

年の合衆国大統領選挙において見られたのは、

「ネーションの分裂」というよりも、ナショナ

リズムによる国民統合の限界であった。社会の

階級分裂が極まったとき、政治家たちがナショ

ナリズムに訴えて支持をえようとすると、ナ

ショナリズムは、むしろ社会の階級分裂の歪な

表現となってしまう。具体的には、資本による

搾取と収奪に苦しんでいる諸階級の不満が、排

外主義や人種差別と結びついて、歪んだナショ

ナリズムとして現れるのである。ナショナリズ

ムによる国民統合が限界を露呈しつつあるとす

れば、国民を立ち上げ、再生産する動員形態も

変わってゆかざるをえないであろう。

註
（1） 　資本制社会において現れる「分業」には、注
意が必要である。資本制社会における権力関係
は、分業の形態を帯びて現れる場合が多いから
である。たとえば、職階制という精神労働と肉
体労働の「分業」体制は、すなわち指揮命令系
統をもった支配と服従のシステムである。資本
制家父長制における、外での賃労働と内での
シャドウワークというジェンダーによる分業は、
性差別を含んでいる。分業と差別、分業と搾取
が複雑に入り込んでいるのが、資本制社会の特
徴である。

（2） 　たとえば、サブカルチャー領域では「二次創
作」が盛んである。二次創作とは、マンガやア
ニメなどの有名キャラクターを用いた創作であ
り、パロディあるいはパスティッシュを技法と
する。二次創作は、サブカルチャーにおいて一
つのジャンルとして認知されている。二次創作
は、玉石混交ではあるが、優れたものはもはや
オリジナルにたいするコピー作品とはいえない。
この場合、オリジナルのキャラクターは、イン
タラクティブな集団的創作を可能にする共通の
土俵――クリエーターたちにとっての共有地―
―のごときものにすぎない。この集団的創作の
場においては、クリエーターとその作品の消費

者（鑑賞者）という区分は成り立たない。それ
というのも、たとえば消費者たちが映像や動画
作品に重ねてしまうキャプションやコメントが、
当の作品の一部をなしているからである。消費
それ自体が、新たな創造と生産となる。それに
たいして、商標権をもった企業は、この集団的
創作をパッケージ化して商品として売り出した
り、二次創作者やその消費者たちに課金したり
している。

（3） 　フーコーによる牧人＝司祭制権力の定義につ
いては「全体的なものと個別的なもの――政治
理性批判にむけて」を、また国家と国民のあい
だの契約が、領土契約から治安契約に変化しつ
つある状況についての分析については、「治安
と国家」を参照のこと。

（4） 　2015年の夏に、日本では安保法案をめぐっ
て反戦運動が高揚したが、これは愛国ヒステ
リー（ならびにそれがもたらした厄災）にたい
する自責の記憶が、社会的に継承されていたこ
との証左であろう。

（5） 　またたとえば、かつてオリンピックやワール
ドカップ、そして万国博覧会などの国際的イベ
ントといえば、ナショナリズムと国威の発揚の
場であった。こんにちでも、その側面がないわ
けではないが、しかし（一流アスリートを含
む）エリート層・レントナー層たちによるビジ
ネスの場となりつつある。各種の国際イベント
をめぐっては、巨額な放送権取引が行われてお
り、免許や規制によって競争を免れている各種
放送権益を手にしている諸資本は、大衆を収奪
するレントナーの性格を強めている。メディア
を通じてスポーツやイベントを見て楽しむ権利
は、世界中の誰にでも保証されているわけでは
ない――本来はそうあるべきはずのものである
が。国際イベントのビジネス化が進むにつれて、
それによるナショナリズム発揚の機能は衰えつ
つあるようにも見える。
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